
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勤務校校長 

（３）養護教諭サポート隊支援システム（福井県養護教諭研究会の役割） 

県・市町 

教育委員会 

スポーツ保

健課 

災害発生時の動きの流れ 

① 被災地区理事は、被災の状況について情報収集する。 

② 被災地区理事は、県養護教諭研究会長に報告をする。 

〈坂井市立坂井中学校へ電話またはＥメール〉 

③ 県養護教諭研究会長は、サポート隊本部を設置する。 

④ 本部は被災校養護教諭とサポート隊の支援内容を話し合う。 

⑤ 本部は県市町教委にサポート隊結成の報告をする。 

⑥ 本部は、会員にサポート隊の募集をする。 

⑦ 希望会員は、勤務校校長に申し出る。 

⑧ 希望会員は、本部に申し込みをする。 

⑨ 本部は、サポート隊に支援活動を依頼する。 

⑩ 本部は、被災校に支援活動計画書を送る。 

⑪ サポート隊は、支援活動を行う。 

⑫ サポート隊は、本部に支援内容を報告する。 

⑬ 本部は、県市町教委と被災校養護教諭に、支援の概要を報告する。 

 

                     

⑦申し出 

※被災校養護教諭の動き 

・自校の被災状況を確認し、校内の連絡調整をする。 

・サポート隊と連絡を取り合う。 

・サポート隊の報告内容から、校内で連絡調整を行う。 

・必要があればスクールカウンセラーや外部機関（医療機関、県健康 

福祉センター、市町保健センター、その他の関係機関）につなぐ。   

災害発生 

 

内容 

・消毒薬  ・清浄綿  

・滅菌ガーゼ ・綿棒 ・綿花 

・救急絆創膏（大・中・小） 

・サージカルテープ ・包帯 

・非接触型体温計 ・体温計 

・ハンドソープ ・ごみ袋 

・ティッシュペーパー 

・使い捨て手袋   ・冷却材 

・使い捨てマスク ・紙コップ 

・タオル ・三角巾 ・はさみ  

・ピンセット ・爪切り  

・とげ抜き ・筆記用具 など 

(災害時支援委員会が保管) 

サポート隊救急用品 

被災校   校  長 

養護教諭 

県養護教諭研究会 

被災地区理事 

被災校近隣養護教諭 
会 長 

サポート隊本部 

・研究会役員４名 

・災害時支援委員 

・旧会長会、被災地区理事 

（必要に応じて） 

③設置 

②報告 

⑥サポート隊

募集 

募集 

養護教諭会員 

⑨支援活動依頼 

  

養護教諭サポート隊 

①情報収集 

⑫報告 

⑩支援活動計画書   

⑬支援概要の報告 

 

⑪支援活動 

④支援内容の確認

活動計画書 

⑬支援概要の報告 

⑤結成の報告 

 

⑧申込み 

 

・被災状況の確認とニーズの把握 

・サポート隊の募集 

・日程や人数調整 

・派遣先との連絡調整 

・引き継ぎノート準備 

・派遣連絡（連絡票） 

サポート隊本部の役割 

Ｒ４年度より、システムの見直し中です。 


